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定期監査の結果に対する措置について

令和３年（2021 年）７月１２日付け監査報告第１３号により通知のありま

した定期監査の結果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘の

ありました事項等について、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき、通知い

たします。

なお、中央図書館、長府図書館、彦島図書館、菊川図書館、豊田図書館、豊

浦図書館、菊川教育支所に係る措置については、令和４年１２月１日付け下教

政１４３７号で報告しており、今回の報告は、菊川教育支所管内の小学校及び

中学校（全４校）に係る措置について報告するものです。



定期監査の結果に対する改善措置等の状況（報告書記載事項）

以上

教育委員会 菊川教育支所管内の小学校及び中学校（全４校）

［指摘事項］

（１）独立行政法人日本スポーツ振興センター法第１７条第４項に基づいて、市長がスポ

ーツ共済掛金の一部を児童生徒の保護者から徴収するにあたり、不適切な事務処理が

見受けられた。

まず、市長は児童生徒の保護者への納入の通知を行っていない。教育委員会からの

災害共済加入の案内や、学校長からの集金に関する連絡書面はあるが、これらは関係

法令等に定めるところによる納入の通知にあたらない。

また、菊川中学校では、ほとんどの保護者から口座振替により当該掛金のうち保護

者から徴収すべき額を集金をしているが、市の公金口座ではなく、学校長名義の口座

を振替先としている。さらに学校長は、保護者からの校納金等公金以外の金額とあわ

せて振り替えられた金額から、スポーツ共済掛金の相当額を学校長名義の口座から引

き出して、分任出納員として、公金口座に払込んでいるが、その際、児童生徒の保護

者へ領収書の交付を行っていない。

市の歳入の収入方法は、公正さと確実さを担保するためにも、地方自治法、地方自

治法施行令等において定めるところによりこれを行う必要があるが、本件において

は、前述のとおり適正な方法で収入されているとは言えない。関係法令等に則し、適

正に事務処理されたい。

(改善措置状況)

スポーツ共済掛金や学校給食費については、令和６年度に債権管理システムを導入し、

令和７年４月から完全公会計化する予定で進めている。これにより、納入通知書は市から

各保護者に送付すること、徴収も口座振替又は納付書払いによって市が直接行うことと

なる。


